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令和７年度１回足立区福祉サービス苦情等解決委員会 

議事次第  

 

 

日 時：令和７年５月２６日（月）１０：００～１２：０９ 

場 所：すこやかプラザあだち研修室Ｅ 

 

【 出席者 】 

宮本委員長 氏家副委員長 金杉委員 金子委員 小池委員 三枝委員 

徳井医療介護連携課長 小峯介護保険課長 柳瀬障がい援護課長 

秦中央本町地域・保健総合支援課長 小川虐待防止・事業者指導担当係長 

草野西部調整担当係長 立川権利擁護推進係長 田中精神保健担当係長 

西川子ども施策推進担当係長 古橋権利擁護推進係 

 

社会福祉協議会 結城地域福祉部長 

和田基幹地域包括支援センター担当課長 

島津基幹地域包括支援センター専門員 

 

【 議事 】 

１．委嘱状交付 

２．開会 

３．審議・報告事項 

 （１）諮問案件（答申案） 

 （２）月報の報告（令和６年度・令和７年度４月分） 

 （３）報告案件（令和７年３月分） 

 （４）今後の流れについて 

４．その他 



 

 

【附属機関名称】会議概要 

会 議 名 令和７年度足立区福祉サービス苦情等解決委員会（第１回） 

事 務 局 足立区社会福祉協議会 基幹地域包括支援センター 

開催年月日 令和７年５月２６日（月） 

開 催 時 間 午前１０時００分～午後０時０９分 

開 催 場 所 すこやかプラザあだち研修室Ｅ 

出 席 者 別紙出席者名簿のとおり 

会 議 次 第  別紙次第のとおり 

資 料 別紙次第のとおり 

そ の 他 
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【協議会審議等内容】 

（徳井課長） 

 皆様、おはようございます。 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただきま

してありがとうございます。 

 私は、事務局である医療介護連携課の徳井

と申します。よろしくお願いいたします。４

月からこちらの医療介護連携課でさせてい

ただいております。 

 初めに、新任委員の方が本日１名いらっし

ゃいますので委嘱状の交付をさせていただ

きます。本来であれば区長が交付をさせてい

ただくのですが、恐縮ですが区長代理で私が

交付をさせていただきます。では、金杉様、

御起立いただいてもよろしいでしょうか。恐

れ入ります。 

 読み上げさせていただきます。 

 委嘱状。 

 金杉宏敬様、足立区福祉サービス苦情解決

委員会委員を委嘱いたします。 

 令和７年４月１日、足立区長近藤やよい。 

 よろしくお願いいたします。 

（委嘱状交付） 

（金杉委員） 

 どうも、よろしくお願いします。 

（徳井課長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、ただいまから、令和７年度第１

回「足立区福祉サービス苦情解決委員会」を

開会いたします。 

 審議に先立ちまして、今年度、初めての委

員会となりますので、改めて委員の皆様を御

紹介いたします。恐縮ですが、私がお名前を

お呼びしたら、その場で御起立ください。恐

れ入ります。２人来ていらっしゃらないので

すが、定刻なのでこのまま始めさせていただ

きたいと思います。 

 では、御紹介させていただきます。 

 帝京科学大学医療科学部医療福祉学科講

師、宮本佳子委員長です。 

（宮本委員長） 

 今年度も引き続きどうぞよろしくお願い

申し上げます。 

（徳井課長） 

 氏家副委員長については、後ほど御紹介を

させていただきます。 

 では、東京社会福祉士会、金杉宏敬委員で

す。 

（金杉委員） 

 金杉です。どうもよろしくお願いします。 

（徳井課長） 

 足立地区人権擁護委員、三枝求委員です。 

（三枝委員） 

 おはようございます。よろしくお願いしま

す。 

（徳井課長） 

 金子正邦委員については、また後ほど御紹

介させていただきます。 

 足立区消費者センター消費生活相談員、小

池一江委員です。 

（小池委員） 

 小池と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

（徳井課長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、区の福祉サービス関係職員か

らも自己紹介をさせていただきます。 

（結城部長） 

 おはようございます。社会福祉協議会地域

福祉部長、基幹包括支援センターのセンター

長も務めております結城でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

（和田課長） 

 おはようございます。基幹地域包括支援セ

ンター西部担当課長の和田と申します。苦情

相談の担当をしております。よろしくお願い

様式第２号（第３条関係） 
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いたします。 

（田中係長） 

 おはようございます。中央本町地域・保健

総合支援課精神保健担当係長の田中と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

（泰課長） 

 中央本町地域・保健総合支援課長の秦です。

よろしくお願いします。 

（西川係長） 

 おはようございます。子ども政策課子ども

施策推進担当の西川と申します。よろしくお

願いします。 

（小峯課長） 

 介護保険課長の小峯と申します。よろしく

お願いします。 

 担当の立石が都合により欠席となりまし

た。よろしくお願いします。 

（小川係長） 

 おはようございます。障がい福祉課の小川

と申します。よろしくお願いいたします。 

（柳瀬課長） 

 おはようございます。障がい援護課長の柳

瀬と申します。よろしくお願いいたします。 

（草野係長） 

 おはようございます。障がい援護課西部援

護調整担当係長の草野と申します。どうぞよ

ろしくお願いします。 

（徳井課長） 

 何名か欠席の行政職員がおりますが、後ほ

ど名簿を御確認いただければと思います。 

 続きまして、事務局の職員の自己紹介をさ

せていただきます。お願いします。 

（立川係長） 

 医療介護連携課権利擁護推進係長の立川

と申します。よろしくお願いします。 

（古橋推進係） 

 医療介護連携課権利擁護推進係の古橋と

申します。よろしくお願いいたします。 

（徳井課長） 

 それでは、続きまして、本日の資料の確認

をさせていただきます。 

 机上に配付させていただいている、こちら

のクリップで留まったものを御紹介させて

いただきます。 

 まず、１枚目、足立区福祉サービス苦情解

決委員会席次表です。 

 席は、昨年度、いろいろ御意見をいただき

まして、こういった形のほうがお話がしやす

いということで変えさせていただきました。 

 続きまして、委員の方々の名簿。 

 庁内関係所属の名簿。 

 次第。１枚ものになります。 

 左上、ホチキスで留まっております資料１、

答申書（案）。 

 資料２－１。 

 資料２－２。横のエクセルのものです。 

 資料３－１。 

 資料３－２。 

 １枚ものになりますが、資料４。 

 左上、ホチキス留めになっております、解

決委員会の条例でございます。 

 苦情等解決委員会の運営要綱。１枚ものに

なります。 

 最後に、令和６年度の第５回、３月２４日

に行われましたものの議事録でございます。 

 不足等がございましたら、事務局までお声

がけいただけますと幸いでございます。大丈

夫そうでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 次に、本日の出席委員数を報告いたします。 

（氏家副委員長入室） 

（徳井課長） 

氏家副委員長が到着なさったので、私から御

紹介させていただきます。 

 足立法曹会ＡＮＤ綜合法律事務所、氏家宏

海副委員長です。 
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（氏家副委員長） 

 よろしくお願いいたします。 

（徳井課長） 

 ありがとうございます。 

 では、本日の出席委員数を報告いたします。 

 足立区福祉サービス苦情解決等解決委員

会条例第６条１項により、会議の成立には委

員の半数以上の出席が必要です。委員定数６

名のところ、出席委員数５名で過半数に達し

ていますので、本日の委員会が成立している

ことを御報告いたします。 

 なお、議事録作成の都合上、会議内容は録

音させていただきたいと存じます。そのため、

発言の際には、最初に名前をおっしゃってか

ら発言をお願いいたします。御協力、よろし

くお願いいたします。 

 なお、必ずしもマイクはお使いいただかな

くて大丈夫でございます。 

 では、それでは、この後の議事の進行につ

きましては、宮本委員長にお願いいたします。 

（宮本委員長） 

 それでは、次第に従いまして議事を進めま

す。 

 次第３「報告・審議事項」「（１）諮問案

件（答申案）」について、事務局に説明をお

願い申し上げます。 

 

【資料１】「答申書（案）」 

説明 和田課長 

 

（和田課長） 

 経過につきましては以上のとおりとなり

ます。ここから先は、これまでの経過を踏ま

えた上で、８ページから「第３ 本委員会の

意見」につきましては、まとめていただきま

した氏家副委員長に御説明をお願いし、委員

の皆様で御議論をいただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

（宮本委員長） 

 氏家副委員長、お願いしてよろしいですか。 

（氏家副委員長） 

 氏家でございます。 

 私が作成しました答申案の意見について、

苦情が７点ございますので、順次このような

意見でよろしいかどうか、委員の皆様と確認

させていただきたいと思います。 

 一部前回と重複もございますけれども、細

かい修正もありますので、一応、（１）から

確認をさせていただきたいと思います。 

 まず、主訴（１）ですけれども、こちらは、

利用当事者の訪問看護の契約を１１月末で

解除したということについて、苦情申立人に

報告してくれなかったということになりま

す。 

 前後しますが、審査会の意見としましては、

８ページの「第３ 本審査会の意見」のとこ

ろの１行目に書いてあるとおり、これまで基

幹に調査をしていただいて、この下のかぎ括

弧にあります「苦情対応報告書」というのを

まとめていただいております。 

 今、私の手元にある報告書なのですけれど

も、本来は委員の皆様全員に御確認いただく

ものかなと思うのですけれども、今回は初め

ての答申ということもありまして、私だけで

こちらを確認させていただきました。基本的

に、これを事実として、前提として、この主

訴についての意見を検討するという内容に

しております。それを冒頭の部分で記載して

おりますので、皆様、御覧になっていないの

で、事実確認、報告書に何と書いてあったの

かというのが御不明な点がありましたら、そ

れも私のほうに確認していただきたいと思

います。 

 主訴（１）ですけれども、要は、この報告

しなかったということが苦情に該当するか

ということを確認しました。 
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 この点につきましては、記載しているとお

り、利用当事者の８６歳のお母様の次男に当

たるのですけれども、もともと情報共有をこ

の御家族の方がするということを前提で、こ

れまで報告もされてきていたという前提が

あります。 

 ただ、具体的に今回の訪問看護の変更につ

きましては、「これに対し、本件ケアマネは」

のところに記載したのですけれども、訪問看

護の変更は利用当事者に任せますと。任され

ていたと。しかし、「決まったら家族に連絡

を」ということも伝えられていたと。これを

ケアマネが聞いていたということも事実上

確認されています。 

 他方で、利用当事者が訪看を変更すると決

めた後に、苦情申立人が、多忙であるから知

らせなくていいですということを言ったこ

とも確認されています。 

 ただ、これを併せて、連絡をしなかったと

いうことがどうなのかということを考えま

したところ、「しかし」以下に書いてあるの

ですけれども、苦情申立人自身は、「決まっ

たら家族に連絡を」と、本件ケアマネに対し

ては伝えていた。本件ケアマネもこれを否定

していません。さらに、このような介護サー

ビスについて、家族に報告するというのは、

特に本件では、利用当事者の記憶力、判断力

が低下していたということがありますので、

決まったことについては御家族の方にも認

識しておいていただくということが重要で

あったのだろうと。これは一般的なことかと

思います。 

 そういうことからしますと、御本人が、報

告しなくていいと言ったとしても、報告しな

くていいという理由にはならなかったので

はないかと。 

 特に、事実関係を見ますと、ショートメー

ルでのやり取りをされておりましたので、シ

ョートメールで一本、「訪看、御本人が変更

に御同意されましたので、変更手続に入りま

す」というようなショートメールで連絡する

ことが可能であったと思います。 

 そうであれば、「したがって」のところに

入りますけれども、本件ケアマネが、訪問看

護契約の解除を苦情申立人に対して報告し

なかったことは不適切であったという判断

でよろしいのではないかと考えました。 

 ただ、もっとも、先ほどの経過にもありま

したとおり、本件ケアマネは、そのことを指

摘されてすぐに謝罪しているのです。さらに、

このことを、この包括のＫさんに対して報告

して、また、本件ケアマネとも３者で話合い

をして、その場で謝罪も直接されて、これを

受け入れて、今後どうしましょうというよう

な前向きな話合いもされております。 

 そうだとすると、この不適切な行為につい

ては、この苦情、最終的な令和６年の苦情の

申立てに至る前に、この点については解決さ

れていたと考えられるのではないかと思い

ましたので、そのことも付言しておきました。 

 このような意見で作成いたしましたけれ

ども、委員の皆様、いかがでしょうか。 

 三枝委員、何かございますか。 

（三枝委員） 

 問題ありません。 

（氏家副委員長） 

 よろしいですか。ありがとうございます。 

 金杉委員。 

（金杉委員） 

 大丈夫です。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

（宮本委員長） 

 すみません。ありがとうございます。 

（氏家副委員長） 

 委員長を飛ばしてしまいました。委員長、
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最後に。 

 金子委員、いかがでしょうか。 

（金子委員） 

 それでお願いします。 

（氏家副委員長） 

 小池委員、いかがでしょうか。 

（小池委員、首肯） 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 そうしましたら、主訴（１）に対する意見

は、記載したとおりまとめさせていただきた

いと思います。 

 では、（２）に行きます。 

 （２）については、「本件ケアマネが利用

当事者とコミュニケーションをとらず、損な

われた信頼を回復しないまま、令和６年１月

２９日の担当者会議を行ったこと」です。 

 事実関係を見ますと、確かにこの１２月１

３日、先ほど（１）で申し上げました行き違

い、情報の共有ができなかったという苦情を

申し立てた後、１月２９日に予定されていた

担当者会議までの間、実際に利用当事者とは

コミュニケーションを取らなかった。御訪問

等もされていないという事実が確認されま

す。 

 この点について、この苦情対応報告書を拝

見しますと、本件ケアマネは、この１２月１

３日に「私から連絡があるまで、お待ちいた

だくようお願いいたします」と言われており

ましたので訪問を控えていましたというこ

とです。 

 この間の経過を見ますと、先ほどの重複に

なるのですが、主訴（１）で報告がなかった

ということを抗議しました。 

 その件について、包括センター長のＫに報

告して、１２月１６日に、苦情申立人とＫが

面談をしていると。この面談を踏まえて、次

は１月１５日、多分、年度末だったので間が

空いたのかなと推察されるのですけれども、

１月１５日に、今度は３者での会議をしたと

いうことになっています。 

 その３者の会議を踏まえて、１月２９日に

関係者全員での担当者会議をしましょうと

いうような流れになっております。 

 このような会議の経過を見ますと、１月２

９日に担当者が一堂に会して利用当事者に

会うということが予定されていて、その場で

利用当事者への説明も予定されていたよう

に思われます。 

 それと、その前に、本件ケアマネが、利用

当事者に直接会うことがそもそも望ましか

ったかどうか不明である。つまり、行き違い

があるということが確認されておりますの

で、また、当事者間が、その他の第三者のい

ないところで会ってしまうと、また話が混乱

するおそれというのが想定されます。 

 利用当事者の、もちろん体調不良とか別の

訪問すべき理由があれば格別ですが、そうで

なければ、むしろ予定されていた１月２９日

に会うということが、本件ケアマネにとって

も適切だったのではないかと考えられます。 

 また、そもそも利用当事者自身は、訪問看

護の事業者の変更について同意していまし

たので、この間のトラブルは、苦情申立人と

本件ケアマネとが連絡をしなかったという

行き違いになりますが、利用当事者自身は、

訪問看護の変更をしたいと言って、その手続

をしていたということだけですので、この、

本人と本件ケアマネとは別に信頼関係は失

われていなかったのかなと思われます。 

 そうしますと、もともと、この主訴のとこ

ろが、損なわれた信頼を回復しないまま担当

者会議を行ったとされているのですけれど

も、そもそも利用当事者と信頼は失われては

いなかったと。ほかに失われるような事情は

なかったのかなと思いますし、さらに、１２
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月１３日から１月２９日までの間、担当者会

議があるにもかかわらず、あえて当事者で訪

問して何か面談すべきだったというような

事情もありません。 

 次のページに行きまして、そうであれば、

１月２９日に担当者会議が予定されていた

から、それまでの間、本件ケアマネが利用当

事者に面談等をしなかったことによって、本

件ケアマネの対応が不適切なものだったと

は判断できないという結論になりました。 

 この点、何か御意見、御質問等はございま

すか。 

（宮本委員長） 

 内容は結構なのですけれども、１１行目で

すね。 

（氏家副委員長） 

 何ページ目ですか。 

（宮本委員長） 

 ９ページの１１行目、点が２つ付いていま

すので、それだけ。「経緯をみると」のとこ

ろです。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 小池委員、いかがですか。 

（小池委員） 

 これで結構です。 

（氏家副委員長） 

 金子委員、いかがでしょうか。 

（金子委員） 

 特にございません。 

（氏家副委員長） 

 金杉委員、いかがでしょうか。 

（金杉委員） 

 大丈夫です。 

（氏家副委員長） 

 三枝委員、いかがでしょうか。 

（三枝委員） 

 いいです。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 これは、このような流れで、ケアマネの対

応としては不適切ではないということで、福

祉サービス的にといいますか、行政的にも問

題はないのでしょうか。 

（結城部長） 

 社会福祉協議会地域福祉部長です。基幹の

ほうもやっております。 

 私もケアマネジャーの資格を持ってケア

マネ業務に当たったことがあります。この事

案については、やはり、こういったトラブル

というか行き違いがあったというところで、

なかなか次に行くというのは結構厳しい状

況があるので、これは確かに、私も、もしケ

アマネであれば、このような形をしたと思っ

ております。また、包括側から見ても、比較

的、これは致し方ないかなと正直思っている

ところでございます。 

 以上です。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 では、皆様の意見を踏まえまして、主訴

（２）についての意見はこのような形でまと

めさせていただきたいと思います。 

 では、主訴（３）に行きます。 

 主訴（３）は、今出ました、この１月２９

日の担当者会議のことで、「当事者の耳が遠

いことを知りながら一番聞こえない位置に

座り、利用当事者へ新たなサービスの趣旨や

内容を伝えなかったこと」となっています。 

 この点につきましては、苦情対応報告書に

よれば、そのような事実は認められません。 

 補充をもしかしたら入れたほうがよいの

かもしれませんが、本件ケアマネは、むしろ、

「この位置で大丈夫か」など、何回か確認を

していたという事実が認められており、それ

以外の方も、この担当者の方が、事実関係の
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ところにありますが。 

（宮本委員長） 

 ございましたね。 

（氏家副委員長） 

 ４ページ目の１３番が、この担当者会議の

様子で、出席者は、利用当事者、苦情申立人、

本件ケアマネ、新規訪問介護・リハビリサー

ビスを行う予定の事業者職員２名がいらっ

しゃったとなっていまして、「利用当事者は、

本件ケアマネの右手側１メートル程度離れ

た場所に着席していた」と。「本件ケアマネ

は、利用当事者の耳が遠いことを把握してい

たため、『ここでいいの？』と何度も利用当

事者に位置の確認をしていた」ということが

確認されております。 

 これを踏まえまして、１０ページ、また元

に戻りますけれども、このような事実は認め

られないと。知りながら伝えなかったという

ことはなかったとしております。 

 また、この（３）の主訴はもう一件ござい

まして、その当時配付された計画書のほうに、

「室内は伝い歩き」と記載されていたことに

ついて、実情と異なるという指摘をしたが、

このような表現にしないと要支援２は継続

できないため記載は変更しないと言ったと

いうことになっています。 

 この点につきましても、５ページの事実関

係のところを見ていただきますと、５ページ

の３行目、「また」のところで、「現在の状

況」の欄に、「室内は伝い歩き」との記載が

あったと。この点、苦情申立人は、利用当事

者は、「伝い歩き」ではなく「すり足歩行」

であるという指摘をしました。 

 本件ケアの認識では、「伝い歩き」である

と思ったので説明しましたが、受け入れられ

なかったので、「すり足歩行」に変更するこ

とにしたと。 

 本件ケアマネは、この会議中に、「室内は

伝い歩き」の記載を二重線で消して「すり足

歩行」に記載しているという事実が確認され

ます。 

 そうだとしますと、主訴に戻りまして１０

ページですが、実情と異なると言ったが、記

載は変更しないと言ったということですが、

そもそもそのような発言が認められないと

いうことと、「伝い歩き」を削除して「すり

足」にそもそも変更しているので、発言と事

実上とも異なるということです。 

 ただ、「上述の経緯」とこちらに書いてあ

るのですけれども、修正をしたのは、この本

件ケアマネが自分の手控えだけを修正した

ので、実際、この変更したということを、苦

情申立人御本人は知らなかったと思われま

す。なので、このような苦情に至ったのかも

という可能性がございます。なので、そのこ

とも念のために、苦情申立てにおいても仕方

ない部分があるというような意味でただし

書をつけております。 

 この点、何かございますか。何か御不明な

点でも結構ですか。 

 どうぞ。 

（金杉委員） 

 東京社会福祉士会の金杉と申します。 

 この「事実は認められなかった」、２点あ

るのですが、これというのは、ほかの関係者、

参加した関係者からの聴取なのか、ケアマネ

さんからの聴取なのか、その事実が認められ

なかった根拠というのを教えていただけれ

ばと思います。 

（和田課長） 

 私、聞き取りを行いました和田のほうから

回答させていただきます。 

 こちらの件につきましては、まず、担当の

ケアマネジャーと、指導に当たっております

主任介護支援専門員の方と面接をして、実際

にどうだったのかということを聞きました。
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実際には、当日は、ケアマネジャーの言って

いる内容が聞き取りの事実としてありまし

て、その記録の関係部分を見ても、申立人の

言っているような内容が出てきません。 

 訂正した書類とか、そういったものを全部

見ながら説明を受けましたところ、会議が終

わった後すぐに、指導に当たっている主任介

護支援専門員の方に報告をした内容と、私た

ちに対して説明をした内容に相違はなかっ

たということが確認できましたので、それを

もって報告書の中では、このように記載させ

ていただいたという経過でございます。 

（金杉委員） 

 ありがとうございます。 

（氏家副委員長） 

 計画書の「伝い歩き」を消して「すり足歩

行」にしてあるというペーパーがあるのです

けれども、これは委員の方に見ていただいて

もよろしいですか。資料がありますので。 

 そのほか、三枝委員、この点、いかがでし

ょうか。 

（三枝委員） 

 よく分かりました。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 金杉委員、いかがですか。 

（金杉委員） 

 大丈夫です。 

（氏家副委員長） 

 金子委員、いかがですか。 

（金子委員） 

 大丈夫です。 

（氏家副委員長） 

 小池委員、いかがですか。 

（小池委員） 

 大丈夫です。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 委員長、よろしいですか。 

（宮本委員長） 

 １つ確認させていただきたいのですが、

「すり足歩行」に書き換えたものを、その場

で訂正したものを包括センター長Ｋにお送

りしているわけですよね。そこに、何かしら

加筆されて、直接、ケアマネに戻さなければ

いけないのに御本人に渡したということで

すよね。ということは、その場合、その書類

には書かれていたのではないですか。 

（和田課長） 

 この点のところの状況を御説明させてい

ただきます。 

 サービス担当者会議というものを、例えば

ケアマネジャーの事業所などでやっていま

した場合には、コピー機などもあるものです

から、その場で１つのものに署名捺印いただ

いたものとかを、全部コピーを取って、そこ

に印鑑を押してもらうとか、そこに、本来、

包括職員が参加することになっていますの

で、その場で記載したもののコピーを取って

みんなに配るというのができれば、この問題

は起こっていなかったのです。 

 まず１点、場所が相手の御自宅というとこ

ろに、５人の方がいて、そのうちの苦情の申

立人とお母様と、それから、リハビリと訪問

看護とケアマネジャー。本来来る予定だった

包括センター長は来ないという状況が、ここ

でまず発生しています。 

 そこで、５人にそれぞれの予防プランの計

画書を５部、会議資料として配られているの

です。そして、一つ一つ会議資料の予防プラ

ンを、まず、「では、一つずつ確認していき

ます」というような形で通常、読み上げてい

く。読み上げて、「これで相違がないですか」

「これでよろしいですか」としていくときに、

皆さんは、一つ一つ持っている資料に、そこ

にメモを入れていく。それで、そのときに、
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例えば、「伝い歩き」という表現のところで、

苦情申立人の方からケアマネジャーさんに、

「いや、実情は違う」と。「どちらかという

とすり足になっている状態だ」というような

ことがあって、それが、どうも、苦情申立人

からすると、そのときにケアマネジャーが言

った一言が、「そういうふうに書かないと要

支援２が維持できないです」と言われたとい

う言い方で取っています。 

 そんなこんながあって会議が終わるので

すが、終わったときには、みんな５つの計画

書に、自分なりのメモを取ったり取らなかっ

たような状態になっているのですが、その中

で、ケアマネジャーが「すり足歩行」と書き

換えた計画書１部と、苦情申立人が何も書か

ないでいた計画書１部の２部に署名捺印を

もらっているのです。そして、苦情申立人の

何もメモしていないほうを、では、これが同

意された計画書になりますのでどうぞとい

うことでお渡しして、自分のメモの書いてあ

った、「すり足」に直してあったほうを持ち

帰っています。 

 持ち帰って、それをコピーして、欠席され

たセンター長のほうに、これは、今日の会議、

来られなかったので、こういう状況でしたと

いうのでお渡しした。当然、そのセンター長

のほうには、その会議の中で修正された、「伝

い歩き」が「すり足」に修正されたものに、

署名捺印されたもののコピーが届いていま

す。 

 そこに対してセンター長が、自分の包括支

援センターの意見を書く欄がありまして、そ

こに、自分で意見を書いて、「すみません。

急に行けなくなってしまって申し訳なかっ

た」みたいな形で、普通だったらケアマネジ

ャーに返して、センターのほうからも御意見

をいただいたので、では、同じ原本のコピー

を５人に配るということをするのですが、そ

れをしないで、センター長は自分の書いたも

のをコピーして、そのまま申立人と当事者の

方にだけ渡してしまったのです。 

 そうすると、当事者の方に、包括の意見の

渡ったものが行っていることをケアマネジ

ャーは知らなくて、当然、自分が書いた覚え

がない署名捺印した後に、「すり足歩行」に

直っているとされたのではないかと、当然苦

情申立人と当事者は誤解するといった流れ

が起こってしまったということでございま

す。 

（宮本委員長） 

 詳細な御説明、ありがとうございます。 

 複雑ですね。 

（氏家副委員長） 

 なので、この点の、主訴については、その

ような事実はないという結論にはなるので

すけれども、今のような、ケアマネのミスも

確かにあるけれども、包括センター長の間違

いもあるというところは入れますか。一応、

主訴ではないので、主訴に対する回答にはな

らないのですけれども。 

 もしくは、このただし書のところをもう少

し膨らませて、今の経緯を入れて、本人のミ

スがあったことと、センター長のミスがあっ

た。これが相まって、こういう誤解が生じた。

苦情申立人の苦情に至ったということが考

えられるという経緯を記載するのはよいか

なとは思いますが。 

（宮本委員長） 

 一方的な状況ではなくて、複数の状況が相

まってこの状況が発生してしまったという

ことは重要なことではないかなと考えます。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 この点、今の経緯を加筆したいと思います

が、皆さんもそのようなことでよろしいです

か。 
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（「はい」と声あり） 

（氏家副委員長） 

 では、特に御異議がないようですので、こ

のただし書のところに簡単に経緯が書いて

ありますが、ミスが重なって、このような状

態に至る経緯についても記載するという内

容に変更させていただきたいと思います。あ

りがとうございます。 

 その他、この主訴（３）について、何か御

意見はございますか。 

 では、特にないようですので、主訴（４）

のほうに行きたいと思います。 

 今話した内容が、実は主訴（４）につなが

るかなと思うのですけれども、主訴（４）が

まさに、ケアマネが１月２９日の担当者会議

で確認し、苦情申立人が押印した本件計画書

に、苦情申立人の承諾なくＢ表に修正を加え

て包括に提出したこと及びこれについて利

用当事者、苦情申立人に連絡をしなかったこ

とになります。 

 この点について、まさに今御説明があった

とおりなのですが、苦情対応報告書によれば、

本件ケアマネは、担当者会議の資料として、

参加者全員に本件計画書原案を配付したこ

と。そして、本件会議終了後に利用当事者及

び本件ケアマネが会議で参照した本件計画

書原案各１通合計２通に、苦情申立人と利用

当事者が署名押印したことが認められると

あります。 

 今、資料を確認しましたところ、署名押印

をしたのは利用当事者だけのようですか。利

用者記入欄は、名前が消えているから、これ

が誰だか分からないのですけれども、１名の

名前しか記載がないので、恐らく利用当事者

の方だけが署名したのでは。そこをまた確認

をお願いしたいと思います。 

（和田課長） 

 利用当事者の方だけで。 

（氏家副委員長） 

 「苦情申立人及び利用当事者が署名押印し

た」と書いてありますけれども、この「苦情

申立人」のほうは削除していただきたいと思

います。 

（和田課長） 

 苦情申立人が一緒にいて、利用当事者の名

前で署名捺印したと。 

（氏家副委員長） 

 代筆しているのですか。 

（和田課長） 

 代筆ではないです。御本人が一応書いてい

ます。 

（氏家副委員長） 

 参考資料がこちら。潰れているので、事実

関係があれなのですけれども。とにかく、２

通に署名押印をしましたと。 

 本件ケアマネによれば、控えとした自分の

分には会議において修正した点がメモして

あった。先ほど御確認いただきました「すり

足歩行」の記載ですね。それがあったと。 

 ここが署名でございます。 

 本件ケアマネは、苦情申立人交付分本件契

約書原案は苦情申立人に交付し、控え分を持

ち帰って包括センター長Ｋに交付したと。そ

のため、苦情申立人に交付した本件計画書に

修正メモはなかったと。 

 なお、これは苦情対応報告書に記載がある

のですが、会議で使用された計画書には訪問

リハビリの記載漏れもあったということで

すので、この点も修正があったということの

ようです。 

 そのため、本来は、計画書原案に修正があ

れば、当日は署名押印しないで、後日、ケア

マネが計画書を修正したものを包括に提出

し、これに包括職員の意見が付されて、先ほ

どの御説明を入れますと、関係者全員に配付

されると。 
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 さらに、その書面を２通作って、利用当事

者に再度署名押印をしてもらうという流れ

であったと思われます。 

 しかし、本件においては、本件ケアマネに

より修正メモの記載がある計画書原案に署

名押印がされたと。包括センター長Ｋが、意

見を付した計画書を担当ケアマネに交付せ

ず、直接苦情申立人に交付したということが

認められます。この過誤によって苦情申立人

に誤解が生じ、苦情へ発展したものと判断で

きます。 

 以上のとおり、苦情申立人に修正点につい

ての認識がないというのであれば、確かに苦

情申立人の承諾なく修正を加えて包括に提

出したという事実は認められます。これは、

本件ケアマネのみならず、包括センター長Ｋ

による不適切な対応によるものと認められ

ますと書いています。 

 私、先ほど、３のところのただし書に経緯

を記載しますと申し上げたのですけれども、

これを作成したときは、とにかく、言ったか

言っていないかは、主訴（３）で、事実はあ

りませんと。ただ、（４）のところで、さら

にその修正点についての苦情がありました

ので、そこでミスが連発して、このような状

態になったという経緯については記載しま

した。このような形で。 

（宮本委員長） 

 また（３）に書いてしまうと重複してしま

いますね。 

（氏家副委員長） 

 では、詳細は主訴（４）で記載すると書き

ましょうか。 

（宮本委員長） 

 はい。 

（氏家副委員長） 

 そのような追記を入れるということで、

（３）は、先ほどのとおり、事実関係はない

という形で、（４）のところで、このような

不適切な、しかも、本件ケアマネの不適切な

対応のみならず、包括センター長の不適切な

対応によって、このような事実が苦情申立て

に至ったということで記載いたしました。 

 こちらについて、皆様、御意見はいかがで

しょうか。 

 委員長、よろしいですか。 

（宮本委員長） 

 はい。 

（氏家副委員長） 

 小池委員もよろしいですか。 

（小池委員） 

 大丈夫です。 

（氏家副委員長） 

 三枝委員もよろしいですか。 

（三枝委員） 

 はい。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 では、主訴（４）につきましては、このよ

うな形でまとめさせていただきます。 

 申立ての主訴（５）でございます。 

 こちらの主訴（５）は、平成６年３月１５

日、利用当事者が、「本件ケアマネを待って

いる」という報告を受けた本件ケアマネが。 

 ちょっと分かりにくいので主語を入れ直

します。 

 本件ケアマネが、「利用当事者が待ってい

る」という報告を受けて、モニタリングを３

ヶ月に１回にすると記載した手紙を作成し、

利用当事者宅の玄関ドアポストに投函した

こと及び、手紙の内容について、利用当事者

及び苦情申立人に対して説明がなかったと

いうことです。 

 報告書によれば、このとおりの事実があっ

たことが認められました。つまり、実際に「訪

問を待っています」と利用当事者が言ったと。
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それに対して、本件ケアマネは、ポストへの

手紙の投函をした。特段、その点について説

明をしなかったというこの事実が認められ

るということです。 

 これについて、本件ケアマネは、包括セン

ター長Ｋとの間で、本人の体調に問題がなけ

れば毎月の訪問は必要ないという旨を確認

していましたが、この前日、本件ケアマネは、

利用当事者が体調を崩しているという連絡

をサービス提供責任者から受けておりまし

た。そのため、センター長の間で、「必要な

い」という確認をしていたとしても、訪問が

不要だったとは言えない。 

 さらに、利用当事者は、本件ケアマネの訪

問を求めていたものであり、これに対する対

応としてなされたということを考えると、こ

の行為は事実上、手紙で訪問を拒否したに等

しく、利用者に対する対応として不適切なも

のであったと認められますと。 

 既に本件ケアマネと苦情申立人との意思

疎通が困難であることが本件ケアマネにお

いて明らかであり、包括センター長が間に入

って情報共有を行っていた状況に照らすと、

利用当事者及び包括職員らとともに説明の

上、この内容を伝えることが望ましいもので

あったと思われます。 

 したがって、かかる手紙の投函、それ自体、

この手紙で投函するという行為自体及び、手

紙の交付とともに説明がなかったことにつ

いては、本件ケアマネの対応は不適切であっ

たと判断できるといたしました。 

 この点、これが結構、今までの中、この苦

情申立て７点の中では一番大きな苦情。まさ

に令和６年の、この直後に、区に対する申立

てとなるような苦情につながっているので、

大きな出来事ではあったのかなと思うので

すけれども、この点、いかがでしょうか。 

（宮本委員長） 

 いかがでしょうか。 

（金杉委員） 

 中の事実のところで。 

 社会福祉士会の金杉と申します。 

 この中身の、「手紙で訪問を拒否したに等

しく」、非常に強い言葉なので、事実のとこ

ろが確認できたらと思いまして。 

 御本人がケアマネさんの訪問を求めてい

たというのは、自分が体調が悪かったので、

いろいろ相談がしたくてそれを求めていた

のか、訪問の主訴が何だったのかなというと

ころに、その後の拒否をしたというところに

もつながるのかなと感じるのですけれども、

その辺り、何か情報が分かればと思いまして。 

（和田課長） 

 基幹地域包括支援センターの和田です。知

っている範囲になりますけれども、一応お答

えをさせていただきますのは、ケアマネジャ

ーのほうが、訪問看護の１０月１８日の段階

で苦情をお持ちだということを把握してか

ら、新たな、今も使っておられる訪問看護の

会社やリハビリを導入するまでの間の、訪問

頻度が１ヶ月に１回以上の訪問をしていて、

それが急に理由を告げないで３ヶ月に１回

というように、苦情申立人の、どちらかとい

うと次男さんとの関係性から、そんなに変わ

らない状態だったらば行かなくていいんじ

ゃないという、お辞めになったセンター長の

お話を確認した上で急に行かなくなったも

のですから不安になってしまったというの

が背景にあったようです。 

 それで、お母様のほうは、サービスは来る

けれども、どうして来なくなってしまったの

だろうと。自分が何かしてしまったのかとい

うことも含めて心配になって、体調を少しお

崩しになってなどという話があって、それで、

毎日のように訪問に来ていますヘルパーの

会社の責任者の方や、ヘルパーを通じて、「来



15 

 

てくれないのかしら」と。 

 冒頭のところからお母様とケアマネジャ

ーはいい関係なのに、急に来なくなってしま

ったことに対して、お母様は「どうしてこな

いのかしら」「会いたいわ」というようなこ

とが、こういったことにつながっていってい

ます。 

 一方で、申立人の次男さんとの関係はどん

どん悪くなっていっているので、行きたくな

くなっているケアマネジャーがこういう対

策を取ってしまったということでございま

す。 

（金杉委員） 

 ありがとうございます。 

 御本人様に分かるようにその辺りを本当

は口頭で伝えて、こういった対応を取れば理

想だったということですか。 

 ありがとうございます。 

（氏家副委員長） 

 氏家でございます。 

 まさに、今、金杉委員がおっしゃったよう

に、行かなくなるのだったら、普通、行かな

いですよと説明をするべきだと思うのです。

それを、包括センター長との間でやり取りを

して決めてしまって本人たちは知らないと

いうことになって、さらに「行きません」が

手紙１通というこの流れは不適切だろうと。

当然、不安になってしまうわけですから。 

 和田様のほうに確認したいのですけれど

も、この不安になったという情報も、本件ケ

アマネから来ていたのですか。訪問がないか

らというのは。 

（和田課長） 

 訪問がないからというより、何で急に来な

くなってしまったのかしらという、ファクス

のお手紙をいただく前の段階で急に来なく

なっているというので。いつもだったら、月

末に１ヶ月に１回来てくれて、「お変わりな

いですか」と言ってくれたのが来なくなった

と。そういうことに対しての不安があったの

ではないですかねという推測を、担当のケア

マネジャーのほうからも聞き取っています

し、申立人の息子さんのほうからも、「母も、

そういうのは、急に何も知らないで来なくな

ったら不安になりますよね」ということで聞

き取っております。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 なので、ゴールは不適切に至るのだろうと

思いますけれども、今おっしゃっていただい

たように、「手紙で訪問を拒否したに等しく」

というのが、ちょっと強めのということで、

私はそんな印象だなと。これをもらった当事

者としては、手紙でもう行きませんと来るの

で、結局、何の説明もない状態ですよね。そ

ういうところは、やはり問題なのかなと。不

適切なのかなと思ったわけですけれども、何

かこの点、皆様、御意見はいかがでしょうか。 

 どんなお手紙だったのかを、今、お示しし

たいなと思っているのですけれども。ファク

スのほうを皆様にお示ししたいと思います。

こういうお手紙というか、最初、ファクスで

送ったので、ファクスの送信書の形なのです

けれども、これがポストにぽんと入っていた

と。 

 あの手紙を見て、いかがですか。金杉委員、

感想を。 

（金杉委員） 

 書いてある文章もそのままで、特に問題は

ないと思うのですが、やはり何を伝えたくあ

り、何が伝わったかと考えると、もう少し御

本人への配慮があるような形の対応を取っ

てもよかったのかなとはうかがえますが、文

章はそのとおりだと感じました。 

（氏家副委員長） 

 氏家でございますが、実は、あのファクス
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を見ても、私、ちょっと一方的だなと。この

後、「一方的だ」という主張が苦情申立人か

らされるのですけれども、「こうしました」

と、決まったことを報告しているというとこ

ろも一方的かなと。これを見ても、「何で」

というように、結局、疑問が湧いてしまうの

で、やはり説明がないというのは。 

 この文面も、これ自体が不適切とは言えな

いのかもしれませんが、これまでの関係性を

見ると、やはり、これだけもらって納得はで

きないだろうと。特に、苦情申立人が今まで

の対応をしていたら、これを見て、さらに苦

情に発展するだろうなということは、もうち

ょっと想定してもしかるべきだったのかな

とは思いました。 

 金子委員、いかがでしょうか。 

（金子委員） 

 このファクスを見て、これは、通常の場合

の当事者とケアマネの対応だと思うのです。

ですから、ケアマネが利用当事者といい関係

ではなかったですよね。ない上において、こ

れは失礼というか、冷たいのではないかなと。

そんな感じがします。 

（氏家副委員長） 

 小池委員、いかがですか。 

（小池委員） 

 一応、ファクスで送ったけれどもエラーで

戻ってきたと。 

（氏家副委員長） 

 ファクスはなかったというお話です。ここ

がまた一つ複雑だったと思いますが。 

 お願いします。 

（和田課長） 

 この問題は明らかにはなっていません。ま

だ闇の中と言ったほうがいいのですけれど

も。 

 まず、私が聞き取りに行ったときに、ケア

マネの事業所で、当該ケアマネジャーと、主

任の、指導に当たった方がいた場所で、その

ファクスを送る作業を担当のケアマネジャ

ーがしています。なので、ファクスを送って

も送れないという状況を、指導している主任

のケアマネジャーの方も見ているので、それ

は、送っていたけれども送れないので、仕方

なくポストに入れにいくということになっ

たというのは、この２人が確認しているのを

聞き取りしました。 

 「ファクスはそもそもこのうちにあったの

ですか」ということを聞きましたら、御主人

が、その前に特養に入所されるときに、特養

の入所をするときのやり取りをファクスで

していたのを自分は見た。だから、ファクス

はあるということを確認してファクスを選

んだと言っていたのですが、その後、あまり

ファクスでこういうことをお返しするとい

うのは聞いたことがないので、よほど申立人

と話したくないのかなと思って、念のため、

この後に入った訪問看護師さんに、包括支援

センターの職員を通じて、このお宅にファク

スがあるのかを確認してくださいというこ

とで確認をしてもらいました。ファクスはな

かったです。 

 ただ、その後のことではないので送ろうと

していた３月の当日段階ではあったのかど

うかは分からないです。ただ、その後の、私

が確認したというのも、４月、５月以降の話

になりますので、以降に確認したところでは、

ファクスはこのうちにはないと。だから、な

ぜこんなことになっているのだろうという

のが、まだ、ここも腑に落ちないところでは

あるのですが、ケアマネジャー側は、ファク

スがあったからファクスを使った。でも、通

じなかったから投函したという言い方。一方

で、「え、ファクスないよ。このうち」とい

うのが、実際のところの報告です。 

（小池委員） 
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 いずれにせよ、ファクスが送れる、送れな

いを確認をせずに送ったということなので

すか。 

（和田課長） 

 そうですね。実際、これは、私、申立人の

次男さん御夫婦と最終的な面談のときにも、

このファクスでというのを聞いたら、「うち、

ファクスないのだけれども」という言い方を

していましたから、やはりないのではないか

なという気はするのですけれども。 

（小池委員） 

 ファクスは、慎重にやらないと怖いですよ

ね。 

（和田課長） 

 だから、何でケアマネジャーさんは、ファ

クスがないうちにファクスの送信書を、送る

のを書いて、さらに、送信書の用紙をそのま

まなぜポストに投函したのかというのが、私

にも分からないところです。ただ、実際にそ

ういう状況でした。 

（小池委員） 

 最初の段階で、確認せずに、「前は送って

いたから」ということで送って、例えば、番

号が違っていたり、そういうことで、どこか

ほかに行ってしまうとか、個人情報が漏れる

とか。あとは、送られないでエラーになって

戻ってきたということであれば、それは情報

の流出というのはないかなと思うのですけ

れども、その辺が１点。 

 それから、やはり大事な内容ですので、ぽ

んと、このように送ろうとしたけれども送れ

なかったのでポストに入れましたよという

だけの内容ではないのかなとも思いました。 

（和田課長） 

 ポストに入れたのも、ポストに入れました

よという連絡をしていないのです。入れっ放

しなのです。ですから、そもそもこのやり方

全般にわたって、普通はあまりやらないこと

をやった気がいたします。 

 なぜそんなことをしたのかまでは判りま

せん。ケアマネジャーが言うには、ファクス

が送れなかったから持っていってすぐ知ら

せなくていけないから知らせた。でも、その

投函する作業については、その時間は、包括

支援センターは閉まっているので、相談でき

なかったので、自分の判断で、実際、横にい

た主任さんに「送れないので、では、投函し

ていきます」ということで投函しに行ったと

いうのは確認しています。 

 その次の日か何か、後日に、包括支援セン

ターに、こういう形で手紙を入れてきました

という報告を入れていたようです。普通のや

り方ではないです。 

（氏家副委員長） 

 氏家でございますが、今、御意見もいただ

いたので、「訪問を拒否したに等しく」とい

う文面はちょっときついのではないかとい

うことなので、ソフトに変えたいと思うので

す。 

 今、金子委員がおっしゃってくださったよ

うに、ちょっと冷たい、不親切みたいな。あ

と、今、和田さんのほうから、通常のやり方

ではないのではないかというような形で記

載しようと思いますが、いずれにしても、不

適切だということでは、皆様、御同意いただ

けたでよろしいですか。 

 あと、内容も、通常の関係性であれば問題

のない文面ではあるが、これまでの経緯とか、

本人が訪問しないことについて不安に感じ

ていて、「来てほしい」という連絡に対して、

投函したことも伝えずに投函したわけです

から、本人からすると、急にこの手紙がぽん

と入っているという状態になると、それは対

応として、そのこと自体、つまり、文面も不

適切だし投函したということも不適切とい

う形になるのかなと。 
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 そういうことで、「したがって」のところ

なのですけれども、投函と手紙の交付ととも

に説明がなかったこと、いずれも申し立てら

れていることは不適切であったという形に

したいと思います。 

 ほかに何か、このような記載だとかと何か

ございますか。三枝委員とかはいかがですか。 

（三枝委員） 

 この表記で。 

（氏家副委員長） 

 では、そこの部分を変更して、経緯を踏ま

えると、この内容も不適切であるというよう

な内容を記載してまとめたいと思います。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 では、主訴（６）に行きます。 

 主訴（６）は、「３月１５日、本件ケアマ

ネから当事者に対して、３月１５日に突然電

話をし、利用当事者の体調等を確認すること

もなく用件を一方的に話したこと」でござい

ます。さらに、苦情申立人が、この件で問い

合わせたところ、「ケアマネの用件以外は業

務妨害と言われたこと」、この２点です。 

 これについて、経緯のところで、どのよう

な流れかといいますと、このヘルパーさんが

「訪問を待っていますよ」と言って、それに

対して手紙を投函したというのが、６ページ

の一番下の２３の事実関係です。 

 これに対して、６ページの１５のところで、

包括からの提案で、本件ケアマネが利用当事

者に電話をしています。電話をした際に、こ

のポスト投函した手紙を見て、「サービス利

用ができなくなると思い、心配して体調が悪

かった」ということを本件ケアマネが聞きま

して、本件ケアマネは、訪問が３ヶ月に１回

になりますという、このファクスの内容等を

伝えたところ、利用当事者は了解したという

ことになっております。ただ、覚えていられ

ないので、苦情申立人にも話した内容を伝え

てほしいと言われたということです。 

 つまり、このファクスの内容について、こ

の日にケアマネのほうから本人に電話で説

明をしたと。これについて、利用当事者の方

から苦情申立人にも伝えておいてほしいと

言われたというような事実関係です。 

 本件ケアマネは、センター長に、苦情申立

人に電話するかどうかということを伝えた

ところ、伝えたほうがいいというような内容

になったので電話をしたということになり

ます。 

 ２４のところです。本件ケアマネは、苦情

申立人に電話したのですが、応答がなかった

ので、５時１０分に折り返しがありました。

折り返しがあった際に、本件ケアマネが利用

当事者と電話で。「電話」を追加しますが、

電話で内容を伝えたところ、苦情申立人のほ

うからは、説明が一方的だったとか、利用当

事者から、明日モニタリングに行くと聞いて

いると。従前よりありますけれども、急に明

日訪問するというのをやめてほしいという

のが、従来の苦情申立人の主張なのですけれ

ども、そのようなことを言われたと。さらに、

「調査に入ってもらうから」と。もうこれは

苦情に至っているわけですが、そのような話

をされたということになっています。この話

が一方的だったということが主訴になって

いるのですが。 

 この、電話をしたこと自体なのですが、１

２ページの３行目、「この点について、苦情

対応報告書によれば、本件ケアマネが利用当

事者に対して、電話をしたこと及び『業務妨

害』と発言したことが事実であると認められ

た」となっておりました。 

 一応、１点、氏家のほうから念のため確認
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させていただきたいのですけれども、「業務

妨害」という言葉を使ったということで、そ

れはよろしいのですか。 

（和田課長） 

 はい。 

（氏家副委員長） 

 よろしいですか。ちょっとはっきりとして

いなかったので。「ようなこと」なのかなと

思ったのですが、はっきりと「業務妨害」と

いう言葉が使われたということで。そうであ

れば、このとおり事実であると。 

 「もっとも、本件の経緯に照らせば」とい

うところですが、御説明しましたとおり、ケ

アマネが利用当事者に電話したのは、利用当

事者から「訪問してほしい」と言われていた

ので、日程を調整するために電話をしており

ます。なので、この利用当事者に電話をした

こと自体には問題があるとは思われません。 

 また、内容について、苦情申立人は「一方

的だった」としています。この点が、電話に

おいて一方的に本件ケアマネが話したとい

うことと、そもそも、この内容には、書かれ

ていること自体がセンター長と協議をして、

もう３ヶ月に１度にいたしますという、協議

を経てではなくて結論を伝えたという意味

において一方的だったと。両方を恐らく主張

されているのだなと解釈いたしました。これ

は、区のほうではそれでよろしいですか。 

（和田課長） 

 大丈夫です。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 それを前提に、では、手紙に記載された内

容とその伝え方につきましては、方法の適否、

このような経緯でこのような手紙の内容で

あることや、投函という方法は問題があった

ということは上で述べたとおりなので、それ

を除いて、本件、電話を見ますと、その発端

は、訪問の日程調整のためで、内容としても、

手紙の内容を説明したということが認めら

れて、しかも、利用当事者において理解を深

めることができたと。よかったというような

発言で終わっています。 

 なので、この電話そのものには問題がなか

ったと。利用当事者も本件ケアマネの主張を

理解できたし、納得した内容となっています。 

 次に、苦情申立人と本件ケアマネの当日の

電話。こちらは、後段の業務妨害と言われた

というところに当たりますけれども、こちら

につきましては、既に電話が１時間以上に及

んでいたということが報告書から確認され

ています。また、終業時間を過ぎて電話が続

いていたということも認められています。ま

た、両者の関係性において、意思疎通が困難

な状態であったと。もう既に数ヶ月前から包

括センター長が間に入って連絡を取ってい

るような関係性でしたので、当事者での意思

疎通というのは、もう困難な状態であったで

あろうということが認められます。すると、

電話による解決は見込めない状況であった

ということが、客観的にも、また、本件ケア

マネのほうでも認識されていたのではない

かと思います。 

 他方で、苦情申立人からの電話自体は、ま

さに業務に関する、利用当事者のサービスに

関する電話であること。それから、苦情申立

書からは、苦情申立人において、時間が、ケ

アマネの業務時間外に至っていることの認

識があったのかどうか、つまり、「もう時間

外ですので。また事後でお願いします」とい

う発言があったのかどうか。それから、本件

ケアマネから、電話での話をやめることにつ

いて申出があった。「電話でのお話はやめま

しょう」と。「当日お会いしましょう」とい

うような、電話を切る方向でのお話がどのぐ

らいあったのかというのが、報告書のほうで
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は記載がございませんでした。 

 そのことからすると、この苦情申立人の電

話そのものが業務妨害に該当するかどうか

ということが判断できかねると。 

 そうであるならば、にもかかわらず、この

電話対応に苦慮したということは、１時間以

上も業務時間外に及んでいたとしても、「業

務妨害である」という言葉を使って述べたこ

と自体は不適切なものであったと判断いた

しました。 

 氏家のほうから事実確認を区のほうにさ

せていただきたいのですけれども、申立人に

業務時間外だという認識とか、話合いをやめ

ましょうと言ったにもかかわらず切れなか

ったというようなことは、報告書からはあま

り分からなかったのですけれども、この点は

いかがですか。 

（和田課長） 

 記憶が曖昧なのですけれども、報告書に書

かれている内容の範囲で、あとは口頭で聞き

取った部分の話です。私の推測が入ってしま

っているといけないので。すみません。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 そこは明確ではない。もしかしたら、本件

ケアマネさんの記憶でも、もう明確ではなく

て、とにかく終わらないので「業務妨害です」

と最後に言ってしまったというか、そういう

言葉を使ったというところだけがやはり事

実として残っているのかなと思いますが。 

（和田課長） 

 「その言葉を本当に使ったのですか」「何

と言ったのですか」と言ったら、「業務妨害

と言いました」というのを２回確認していま

す。ただ、何でそこまで言ったかのプロセス

が曖昧です。 

（氏家副委員長） 

 ということなので、苦慮したことが認めら

れるとしても、一応ケアマネさんへの対応に

ついても、一定の配慮をした上で、ただ、い

かなる場合であっても、やはり「業務妨害」

という言葉を使うということは不適切なも

のではないかと思いましたが、皆様、御意見

はいかがでしょうか。ここは意見が割れても

おかしくはないのかなと思うのですけれど

も。どなたか御意見はおありでしょうか。感

想でも結構なのですけれども。 

 小池委員、いかがですか。 

（小池委員） 

 確かに業務妨害というのとは違う状況な

のかなという感じがあるので、例えば、もう

時間も過ぎていますので、次回いついつまた

お話合いをとか、そういう方向で持っていか

れたほうがよかったのかなと思います。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。私もそのように思

いました。 

 金子委員、いかがですか。 

（金子委員） 

 ある意味ではケアマネの心情というか、今

までの経緯を考えると、そういったあまりに

も長時間の応対であって、そうなると、もう

どうしても切りたいということで発した一

言ではないかと思われます。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 その点が、まさに、対応に苦慮したことは

認められるという一言です。 

 氏家でございますが、私がちょっと思った

のは、これは、一応、包括センター長に相談

した上で、電話をするようにと言われての電

話になっているのです。しかし、当事者間で

電話したらこうなるであろうことはある程

度想定できたのかなと。むしろ、センター長

から伝えるとか、何か直接させないという方

法を取ることもできたのかなと思いまして、
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本件ケアマネにおいても、恐らく電話したら

こうなることはある程度の認識はあったけ

れども、電話に至ったという、そこがあるの

かなとは思ったのですが、その点。 

 委員長。 

（宮本委員長） 

 宮本でございます。 

 私もそちらのほうがむしろ気になってお

りまして、やはりセンター長が間に入って話

を進めていかなければいけない段階だった

と思いますし、ケアマネに至っても、恐らく、

もう本当に話したくないので、それ以前の、

心の中ではファクスとか郵便投函とか、限り

なく直接対応しないという方法を取ってい

たのではないかなと。なので、いろいろな御

提案とか電話を切るためのうまいコミュニ

ケーションの方法を考える余地もなく、何か

そういったこともできず、一発で終わりたい

という思いから、こういった発言になってし

まったのかなという推察もいたします。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 今、包括のほうが間に入らなくてはいけな

かったと。それも、こういうことが起きてし

まった原因にあるのではないかという御意

見をいただきまして、それを、ここに一つの

要因として加筆するというのもあるかなと

思いますが、その点いかがですか。金杉委員。 

（金杉委員） 

 大丈夫だと思います。 

（氏家副委員長） 

 追加しますか。 

（金杉委員） 

 はい。 

（氏家副委員長） 

 この点も追記するということで、皆様、い

かがですか。 

（首肯する委員あり） 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 本件ケアマネさんにとってはプラスにな

るというか。そうかなと思います。 

 やはり、言葉としては、当時の関係性にお

いてはやむを得なかったのだと思いますが、

あまりやむを得なくて業務妨害ですという

方もいらっしゃらないかと思いますので。 

 どうぞ。 

（三枝委員） 

 人権擁護委員の三枝ですが、これは、今、

経過についての、それぞれの判断をしている

わけですけれども、提言する場合に、やはり、

今、委員長がおっしゃられたようなセンター

長の関わりというのは非常に重要なので、ス

ーパーバイズ含めて、きちんと、ケアマネさ

んと苦情申立人との関係を理解しているな

ら、あまりそれをいつまでも深入りさせずに、

きちんとセンター長が対応するという提言

をすべきだし、むしろ管理職というのは、や

はりそういう立場で職員を守らなくてはい

けないと思うのです。これはちょっと厳しい。

今回の対応は、その辺に誤りとか不適切さが

非常に色濃く出ているような気がして、ぜひ

提言の中でもそれは入れていただきたいな

と思っています。 

 以上です。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 氏家でございます。 

 そうしますと、今の意見は、「業務妨害」

といった意見が不適切であったというとこ

ろに加えて、さらにセンター長の関わり自体

も不適切だったという、そこの認定も記載す

べきという御意見のようにうかがいました

が、私としてはそのような記載をするべきだ

と。してよいと思いますが、御意見、いかが

ですか。金子委員、よろしいですか。 
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（金子委員） 

 はい。 

（氏家副委員長） 

 小池委員、いかがですか。 

（小池委員、首肯） 

（氏家副委員長） 

 そうしましたら、この至る経過として、発

言自体が不適切であることのほかに、センタ

ー長が直接電話をさせたこと自体が不適切

だったという２点の不適切さがあったと記

載したいと思います。ありがとうございます。 

 では、主訴（６）については以上とさせて

いただきまして、主訴（７）のほうに移って

よろしいでしょうか。 

（宮本委員長） 

 はい。お願いいたします。 

（氏家副委員長） 

 主訴（７）は、「苦情申立人は、本件ケア

マネに対し面談を行う際には利用当事者や

苦情申立人が考える時間を取れるように、事

前に連絡することと要望していたが、受け入

れられなかった」ということです。 

 この点について、苦情対応報告書によると、

主訴にあるような、対応の常態化は認められ

ませんでした。認められなかったので、もう

「認められませんでした」と、これのみで記

載しております。この点、いかがでしょうか。 

 １点、経緯を氏家のほうから。 

 経緯として、もしかしたらと私が思ったこ

となのですけれども、この主訴（６）のとこ

ろで、「電話で明日訪問すると母が言われた」

と苦情申立人はおっしゃっているのです。と

ころが、そもそも、電話を受けた日にちと訪

問すると言ったという内容が事実と違って

いて、本件ケアマネは、電話をしていない日

に電話をしたというような訴えがあったと

いうように思うのですが。そこも、もしかし

たら、利用当事者の方の誤解で、いつ電話が

あったと聞いて、それを、苦情申立人のほう

では信じていたけれども、実際そのような事

実はなかったというような誤解もあるのか

なと。ただ、それ以外に、常態化があるかと

区のほうではお調べいただいて、これまでの

経緯に遡ってみたところ、やはり、考える時

間を取れるように事前に連絡して、むしろ、

行っていたということが確認されましたの

で、そのような対応の常態化はなかったと、

結論としてはそのような形になりました。 

（宮本委員長） 

 結構です。 

（氏家副委員長） 

 この点、よろしいですか。報告書ではそう

だったので、そうであるということになりま

す。 

 そうしますと、これを踏まえまして、答申

のほうで求められていた３点について、さら

に結論として記載しております。 

 （１）は、「原因分析、および、調整・解

決案の提示」です。 

 これにつきまして、個別の検討結果は以上

のとおり。これまで述べたとおり。 

 このような苦情申立てに至った原因につ

いて分析すると、主訴において指摘された本

件ケアマネの不適切な対応は認められるも

のの、その誘因として、苦情申立人と本件ケ

アマネとの信頼関係の構築に問題があった

ことがうかがわれる。そして、本件ケアマネ

が、苦情申立人の対応に困難さを感じている

ことについては、包括に随時報告がなされて

いたことが認められる。 

 これは、報告書で記載されていまして、私

のほうでも見ましたところ、随時、苦情申立

人の連絡があると、すぐ包括に、このような

連絡があったというような報告があるほど、

随時、報告が本件ケアマネからなされており

ました。そうであれば、介護予防支援の契約
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主体である包括が、本件ケアマネと苦情申立

人との信頼関係構築のために、両者を調整す

べく支援することが求められていた。 

 この点について、包括支援センター長Ｋの

双方への関与は認められるものの、複数回の

当方の苦情申入れ、相談等を受けたにもかか

わらず、予定されていた担当者会議に欠席し

た以降、具体的に両者の調整を行う行為に至

っておらず、その関与は不十分かつ不適切な

ものであった。 

 以上のとおり、本件苦情に至った直接的な

原因は、本件ケアマネにおいて不適切な対応

があったことにあるが、これを防止できなか

ったこと、もしくは、その誘因として、本件

ケアマネを支援、監督すべき包括が十分に機

能していなかったこと。もしくはその関与が

不十分かつ不適切であったことがうかがえ

ると。ここまで書きました。 

 今まで確認させていただきました、特に先

ほど、直接電話をしたというところへの包括

の不適切な対応は、まさに先ほど確認したと

おりですけれども、それ以前に、１月２９日

に、まさに、回数を何回にするかということ

についてメールをして、この後の担当者会議

で話しますと言ってセンター長も同意して

いましたが、その後の会議にセンター長が欠

席するという事態がございました。 

 この点、区に確認するのを失念したのです

けれども、なので、結局、この回数について

は、１月２９日に確認されていないというこ

とでよろしいのですよね。 

 ありがとうございます。 

 なので、ここで確認ができていなかったの

で、先ほど言った「何で来なくなってしまっ

たの」と、本人が分からない。説明を受けな

いまま、実際に訪問回数が減るという事態に

なったということもあります。 

 なので、そこは具体的に、主訴には書いて

いないのですけれども、そこと、先ほどの直

接の電話というので、まさに問題が起きたの

ではないかということを指摘しております。 

 このような原因分析を、区からのもともと

の原因分析も拝見させていただきましてま

とめさせていただいたのですが、いかがでし

ょうか。 

 私としましては、確かに本件ケアマネもミ

スをされているのです。ちょいちょいミスを

されていたり、連絡の行き違いがあるとか、

手紙を投函したこととか、そういうのが重な

って信頼関係の構築に問題が生じていたと

いうことも確かなのですけれども、そこを適

切に包括が入って調整すれば、あるいはでき

たかもしれない。それは分からないですけれ

ども、少なくともそういう方向には行ってい

なかったと私のほうで判断いたしましたが、

皆さん、ここは最終的なところですので、も

し御意見があればいただきたいのですが。 

 三枝委員からよろしいですか。 

（三枝委員） 

 そのお考えのとおりで大丈夫です。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 金杉委員、いかがですか。 

（金杉委員） 

 感想にもなるのですけれども、この一連の

流れを見させてもらって、事業所が包括から

居宅さんに変わるときであったり、包括のセ

ンター長や担当者が代わるときであったり、

サービスが変わるときは、変わるときに何か

問題が起こっているように感じました。なの

で、特に、こういった御本人もそうですけれ

ども、苦情申立人の次男さんも、やはり、そ

ういったときはすごく不安だと思うので、関

係性が良好な場合だといいのですけれども、

そうではない場合の、変更したときの後の対

応とか配慮というのを特に意識してやられ
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たら、もしかしたら、もう結果論なのですけ

れども、全てそういった変更のときに起きて

いるのかなと感じたので、その辺りが一つ、

このケースの肝だったのかなと感じました。 

 以上です。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

（宮本委員長） 

 宮本でございます。 

 ちょうど中央辺りになりますでしょうか。

「本件ケアマネを支援、監督すべき、包括が」

というところの表現に関して、包括の本来の

役割の正式な表現といいますか、そういった

ものが必要ではないかなと思っております。 

 一般的に支援、監督と思いますけれども、

やはり介護保険法上に記載されている表現

がここに書かれているほうが適切かなと思

いますので、私、申し訳ございません、不勉

強で正しい表現を今ここで申し上げること

ができないのですが、いま一度確認をしてい

ただいて、この表現が介護保険上に入ってい

るのであれば、そのまま使っていただくのが

よろしいかなと思います。 

（氏家副委員長） 

 この点、いかがですか。 

（結城部長） 

 地域福祉部長の結城です。 

 これは正式に確認すべきですけれども、監

督というところまでは多分なくて、これは、

今回は予防の契約なので、本契約は包括との

契約という形なので、「監督」という言葉は

ちょっと違うのかなとは思うのですが、ただ

の責任としては、主契約者としては包括があ

ったというところですので、調整に入るべき

事案ではあったのかなと思っています。そこ

は、また介護保険課さんとも確認しながらだ

ったり、包括ケア推進課さんと確認しながら、

文言、表現は少し考えていきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 ちなみに、これを書いたのは、もともとの

原案が、区からの原案がこうなっていました

ので。実は私が書いたのではなくて。申し訳

ありません。 

（宮本委員長） 

 再確認をお願いいたします。 

（氏家副委員長） 

 金子委員。 

（金子委員） 

 民生・児童委員、金子です。 

 先ほど、金杉委員からあったように、変更

等の場合に、恐らくマニュアルというのがご

ざいますよね。あると思うのですが、継続的

な振り返りも大切だと思うのです。意見の食

い違いであったり、こういう、失礼な言い方

かもしれないけれども、単純的なミスは発覚、

なくなるのではないかなと思って、振り返り

もお願いできたらありがたいなと思います。 

 意見です。 

（氏家副委員長） 

 氏家でございます。 

 金子委員に確認したいのですが、こういう

件があったときのケースの振り返りをする

ということでございますか。 

（金子委員） 

 そうです。事業所の変更であったりマネジ

ャーの変更であったり、そういったときの、

それぞれ事業所のマニュアルの確認と、それ

を日頃行うような振り返りをお願いしたい

です。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 氏家でございます。 

 今、確認させていただきましたのは、今、



25 

 

金子委員がおっしゃっていただいたことは、

（２）の「区の対応における助言・提案」の

ところで、もしかしたら入れられるのではな

いかなと思ったので確認をさせていただき

ました。ありがとうございます。 

 では、今の（１）の上段につきましては、

包括支援センターの義務、契約者としての義

務ですかね。義務内容等を法的に確認して適

切な言葉を入れるという変更を加える予定

ということです。ありがとうございます。 

 引き続き、下段の、なお書き以降を確認さ

せていただきます。 

 なお書きですが、前提として、諮問書には

調整・解決案の提示というものを求められて

おりましたので、なお書きを付させていただ

きました。 

 なお、調整・解決案の提示の要否について、

既に、現在は利用当事者と当該事業所との契

約関係は終了し、新たな事業者がサービス提

供を行っていることから、調整・解決は不要

である。苦情申立人からも調整は求められて

いない。 

 もっとも、苦情申立て当初は、苦情申立人

は、本件ケアマネとの関係調整及び解決を求

めていたものと思われ、さらに包括の苦情対

応に不満を持ち、区（介護保険課事業者指導

係）へ直接苦情申立てをした事実が認められ

ている。そうであれば、本委員会が調整及び

解決案の提示等を行うためには、より早い段

階で本委員会への諮問がなされる必要があ

ったことを付言すると書かせていただきま

した。 

 なお書きについては事実関係のとおりで

すので特によろしいかと思います。「もっと

も」以降は私見を入れておりますが、いかが

でしょうか。 

 少し付言させていただきますと、従前より、

私のほうでは、苦情解決委員会という名前の

とおり、苦情を解決する委員会であるとされ

ておりましたけれども、結果の報告、今回の

ように既に調整が終わって契約も終了した

ものが委員のほうに来ます。さらに諮問で、

調整・解決案の提示というものを求められて

も、その職責を果たすことはできないであろ

うということで、苦情申立ての段階で、本件

ですと、まさに包括での対応が不満であると

いうことで、区に直接苦情申立てをした段階

においてもう諮問がなされて、解決委員が入

っているということも考えられたのではな

いかと思いましたので、このように書かせて

いただきました。特に御異論がなければこの

まま残させていただきたいと思います。 

（首肯する委員あり） 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 次に、諮問の（２）、２つ目ですが「区の

対応における助言・提案」となります。 

 ここにつきましては、「当該事業者に対し

ては、利用者等との利用関係構築のために懇

切丁寧な説明と対応を行うこと及び、対応困

難な利用者等への対応については主任ケア

マネジャー等によるフォローアップ体制の

構築を求める必要がある」と書きました。 

 まず１点目、事業者に対する助言・提案で

すけれども、利用者への、今回、説明不足で

あったと。十分な説明なく訪問回数を変更し

たというところがございましたので、対応が

必要だったのではないか。 

 また、本件ケアマネお一人では対応が困難

な様子でしたので、それに対するフォローア

ップ体制が必要ではないかということが、こ

れまで委員からも御意見をいただいており

ましたので、この点を記入いたしました。 

 こちらでよろしいか、また、加筆等、何か

あれば御意見をいただきたいのですが。よろ

しいですか。 
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 小池委員、いかがですか。 

（小池委員） 

 特にありません。 

（氏家副委員長） 

 金子委員、いかがですか。 

（金子委員） 

 大丈夫です。 

（氏家副委員長） 

 では、事業者に対する助言・提案としては

こちらとさせていただきます。 

 次に、「また」以降です。 

 「委託元となる包括においては、適切にケ

アマネジャーを支援、監督し、スーパーバイ

ズ機能を果たすことが求められる。そして、

適切にスーパーバイズ機能を果たすため、具

体的に行うべき対応について、本件の問題点

を踏まえ、組織的な検討が求められる」とい

たしました。 

 この点につきましては、先ほど委員長のほ

うから指摘がありましたように、この「支援、

監督し」のところが法的に適切な用語になっ

ているか。本来、包括がすべき内容は何かと

いうところを確認して修正をさせていただ

きたいと思っております。 

 また、先ほど金子委員におっしゃっていた

だいた、事業者のマニュアルの変更等の確認

をしてほしいというところでございますが、

前後しますけれども、事業者に対するところ

に、本件を踏まえてマニュアル等の再確認を

してほしいということを入れるのはどうか

と、私、今思ったのですが、金子委員、いか

がでしょうか。 

（金子委員） 

 この辺は組織的に組み込んでいただけれ

ばと思います。 

（氏家副委員長） 

 後段のほうですか。 

（結城部長） 

 社協の地域福祉部長の結城です。 

 事業所自体にマニュアルを、対処が変わっ

たときのマニュアルを完備せよというとこ

ろまでは、法的に事業所に任されているとこ

ろがあるので、それが、たとえ包括が委託を

しているにしたとしても、そこまではさすが

に。委託をかけていますので。そうなると、

偽装請負といいますか、そういった形にもな

り得るところがあるかと思うので、そこまで

できないのかなと。提言等はできると思うの

ですが。実際、それがあるのかどうかという

ところまで、そこまでは踏み込めないのでは

ないかと思っております。 

 金子委員が言われたように、そういった形

の整備をするべきではないですかという助

言等はできると思うのですが、具体的にある

かどうかの確認をしていくとか、絶対つくっ

てほしいという強いところは言えないのか

なと、今思っております。 

 以上です。 

（金子委員） 

 そうしますと、言われた、提言あるいは助

言を継続的に行っていってほしいと思いま

す。 

（結城部長） 

 その件、また後で出てくると思うのですが、

いい事案といいますか、こういった事案はや

はりあるとは思うのです。なので、包括側が

やるべきところとか、こういった形での支援、

スーパーバイズ的なものについては、改めて

ですけれども必要性があるのではないかと。

こういった事案を通じて研修みたいな形を

組みたいなと思ったところです。ありがとう

ございます。 

（金子委員） 

 ありがとうございます。 

 それで、そのときに、事案を、例えば、よ

くなかった事案が多いのであるけれども、時
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にはよかった事案も入れて、聞く耳をたくさ

ん持っていただくのも一つの方法であるか

なと思います。よろしくお願いします。 

（結城部長） 

 検討させていただきます。 

（氏家副委員長） 

 氏家でございます。 

 そうしましたら、金子委員がおっしゃって

いただいたことは、１３ページの一番下にあ

るように、「本件の問題点を踏まえ、組織的

な検討が求められる」と。求めてくださいと

いうところに含まれていると解釈させてい

ただければと思います。 

 では、助言・提案についてよろしいですか。 

（首肯する委員あり） 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 では、付け加えることがなければ、最後、

（３）ですが、「区へ勧告を要する事項等」

です。 

 本件につきましては、従前確認しましたが、

区へ勧告を要する事項は認められないと。ま

た、対応結果を公表するほどの重要性は認め

られないとしておりますが、いかがでしょう

か。 

 氏家から確認ですけれども、例えば包括の

対応が不適切であったことを公表するとい

うのはどのレベルなのでしょうか。もしくは、

この事例が区でございますか。今回、包括の

対応が不適切だったということも、この答申

案には記載するということが今予定されて

いるのですけれども。 

 事業者の対応としては、公表することでは

ないだろうと。当事者間のトラブルもあり、

包括の関与もあって誘発されたところもあ

るというところなので、事業者名を公表する

ほどの重要性ではないと。幸いにもあまり生

命とかに関わるような事案でもございませ

んでしたので。 

 他方、包括のほうが適切な機能を果たさな

かったということはあったのだということ

を公表するレベルがあって、今回は不適切だ

ったけれども、そのレベルには達していない

という結論になるかなと思うのですけれど

も、いかがでしょうか。 

（結城部長） 

 今、氏家先生が言われたとおり、生命等に

関して、そこまでの至らない点というところ

については、非常に改善すべきといいますか、

見直すべき点はあると思いましたけれども、

公表するほどの重要性は個人的にはないの

かなと感じました。 

（徳井課長） 

 医療介護連携課長より御説明いただきま

す。 

 この公表なのですけれども、やはり抜本的

に組織を見直さなければならない、流れを見

直さなければならないというところで、公表

することで今後のサービスが大きく変わっ

ていくようなものという観点かなと考えて

おります。 

 今回の案件については、かなり込み入った

ケースでしたので、確かに委員がおっしゃら

れるような対応が必要だったのかもしれな

いのですが、抜本的に、これをもって何かこ

う大きく変わるというものではないと思い

ますので、そういう点で公表するほどの重要

性はないという結論で事務局としてはいい

と考えております。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 氏家でございます。 

 今の区からの御意見を踏まえて、皆様、い

かがですか。御意見はございますか。 

 では、今の、抜本的に組織を変える問題で

はないと。確かに、今回、包括のセンター長
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の個人的なというか対応というものが問題

だったという点もありますので、今回は公表

するほどの重要性は認められないという結

論で皆様御同意いただいたということでよ

ろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 そうしましたら、これで、私のほうで用意

しました答申書（案）は以上になります。 

 なので、１点、予定としましては、あと、

語句の修正につきましては、氏家と区のほう

に一任していただいて修正をするという予

定ではあったのですけれども、幾つか出てお

りまして、特に、包括の責任のところの確認

等があるのですが、ただ、諮問が９月ですの

で、期間も経過しておりますので、次回また

開催して審査までするか、今のところの語句

の変更について一任していただくか、いずれ

かになるかと思いますが、委員長、いかがで

しょうか。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 私がメモ程度に確認したところですと、微

細な修正等を含めまして８点ほど修正があ

るかなと見ておりますが、今、十分に御意見、

御感想、御提案もいただきましたので、もし

よろしければ、今回の会議をもちまして、氏

家委員と足立区のほうに御一任をしたいな

と考えておりますが、いかがでしょうか。よ

ろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

（氏家副委員長） 

 よろしければ、８点の確認を。認識を共有

してもよろしいですか。 

（宮本委員長） 

 まず、７ページの、これは微細なものです

けれども、８行目辺り、「電話で」というと

ころを追加するとおっしゃっておりました。 

 それから、９ページ目の点です。 

 それから、１０ページ目の上から１０行目

ぐらいになりますか。 

（氏家副委員長） 

 ４の上ですか。 

（宮本委員長） 

 「記載の変更があったことを知らない」の

ところに、細かいことは４に書いてあるとい

うことですよね。 

 同ページの下、１０行目辺り、「苦情申立

人及び」ではなくて、御本人お一人、当事者

が署名なさったということ。 

 それから、１１ページ目に入りまして、フ

ァクスと書面の文面に関してです。ここも一

部表現が変わる。「拒否」という言葉ですね。

ここの表現をもう少しソフトなものにとい

う御提案がございました。 

（氏家副委員長） 

 ここは、利用当事者が、これまで月末に訪

問してくれていたのに来なくなったので、

「何で来なくなったの」ということを理由に

訪問を求めていたというところが会議で明

らかになりましたので、そこも追記させてい

ただきます。 

（宮本委員長） 

 １２ページに入りまして、包括の介入が不

適切であったと。十分なされていなかったと

いう点がございました。 

 それから、１３ページ目に、ケアマネの本

来の役割に関して「支援、監督」という表現

が、これは、法的なものを確認していただい

て修正していただくということ。それが、中

央部分と下４段辺りになりますでしょうか。 

 それから、マニュアルとか振り返りといっ

たような表現に関して、これは。 

（氏家副委員長） 

 これは修正せずに含まれているというこ
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とで。 

（宮本委員長） 

 「組織的な検討」に含まれることで。承知

いたしました。 

 私のほうではこのように確認しておりま

すが、漏れはございませんでしょうか。 

（氏家副委員長） 

 大丈夫です。 

（宮本委員長） 

 本件、本会議をもちまして確認が終了した

ということで、終わりにさせていただきます。

ありがとうございました。 

 お時間のほうはいかがでしょうか。 

（徳井課長） 

 医療介護連携課長、徳井でございます。一

応、定刻では残り５分となってございます。

ただ、条例に２時間制限というのはないので

せっかくお集まりいただいたので少し延長

させていただきたく存じます。 

 この後、御予定がある委員の先生はいらっ

しゃいますでしょうか。 

（氏家副委員長） 

 氏家はあります。 

（徳井課長） 

 事務局からの説明、次につきましては報告

事項になりますので、本来、報告事項につい

ては、あまり報告をさせていただくのは条例

上の機能ではございませんので、簡単に済ま

させていただいて、かなり短くしていきたい

と考えております。もし、許されれば１０分

ほど御延長いただけるとありがたいと思う

のですが、いかがでしょうか。 

（宮本委員長） 

 １０分、よろしいですか。 

（氏家副委員長） 

 はい。 

（宮本委員長） 

 では、１０分の延長でお願いいたします。 

 次に、審議事項「（２）月報の報告」です。

令和６年度・令和７年４月分について、事務

局の方、御説明をお願い申し上げます。 

 

【資料２】「月報」説明 和田課長 

 

【資料３】「報告案件一覧」 

説明 和田課長 

 

（宮本委員長） 

 報告、ありがとうございました。 

 月報の報告と報告案件の３つ目を併せて

御報告いただきましたが、御質問、御意見等

はございますでしょうか。 

（氏家副委員長） 

 氏家でございます。 

 苦情の内容を分類していただきまして、あ

りがとうございました。 

 前回、私のほうで、どういう苦情なのかが

見えるようにということでお願いしたのを

していただいたと思います。大分分かりやす

くなりました。どうもありがとうございます。 

 以上です。 

（宮本委員長） 

 宮本でございます。 

 では、報告案件の３について一言述べさせ

ていただいてもよろしいでしょうか。 

 精神障がいの方と知的障がいの方が過ご

されるグループホームということなので、こ

れは、身体障がいと違って見えない障がいの

方々が一緒に生活されているということで、

そういった面では、やはり、そういうことを

前提にした支援とかサービスの提供が求め

られると思うのです。にもかかわらず、もと

もと体調不良で抜けられた方のサポートと

はいえ、６ヶ所を巡回されている方が、その

方々を支援できるのか。それでいいのかとい

うのがとても不思議になるのですが、一時的
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であるのかもしれませんけれども、療養中と

なれば期限もなかなか分からないものです

し、実態としてはいかがなのでしょうか。お

教えいただければと思います。 

（和田課長） 

 和田のほうからお答えします。 

 今回、御指摘のとおり、関係がきちんとで

きていない方に対して、本当にサービスがサ

ポートできるのかというところでは、課題が

残ると感じております。 

 あくまでＡさんという管理者の方が復帰

されるまでの暫定措置ということで対応を

取り、それが、関係ができていなくても分か

りやすいように掲示をするという対応を取

るということで、今回、確認をいたしまして、

たまたま、それを、今回の申立人の方が了承

されましたので、それで終了となりましたが、

決して、御指摘のとおり、問題がないわけで

はなく、そういった関係ができていない中で

のことということは念頭に置かなくてはい

けないかなとは思っております。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 関係ができていない、かつ、６ヶ所を巡回

担当されているというのであれば、なおさら、

さらに、先ほどの諮問案件ではないですけれ

ども、コミュニケーションとか互いに理解し

合うとか、そういったことが難しくなるとい

うのはもう見えているところですので、新た

な方策を考えていただきたいと思うところ

でございます。 

 委員の皆様、御意見はいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 では、ほかに御意見はないようなので、本

件の質疑は以上としまして、次第の（４）、

今後の流れにつきまして、事務局の方、御説

明をお願い申し上げます。 

 

【資料４】「今後の流れ」説明 徳井課長 

 

（宮本委員長） 

 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明に関して、御意見、御質

問がございますでしょうか。 

（氏家副委員長） 

 氏家から。 

 今後の流れについては理解いたしました

ので、今後、今年度以降はこのような形で進

められるのだなと思います。 

 意見ですけれども、先ほどの繰り返しにな

るのですが、私は、重たい事件、ちょっと複

雑な事件であれば、取りあえず諮問してもい

いのではないかと思っています。 

 というのは、苦情を解決する委員会となっ

ておりますので、まだ解決していないことが

やはり前提で諮問していただいて、その中で、

真ん中に、対応して「納得」「納得できない」

とあるのですけれども、これは両方を苦情解

決委員会が関わってもいいのではないかと。 

 これは、こうすれば解決するなという解決

が見えている案件だったら別かもしれませ

んけれども、ちょっと複雑だなというものは

諮問をかけていただいて、例えば、ここで４

件。今月、今、４件諮問ですといって、１時

間ずつ報告を受けて、そのうち、次回来たと

きには、２番目の件はもう解決しましたよと

いう報告で、「じゃあ、よかった」で終わっ

てもいいと思うのです。 

 なので、あまり選び過ぎずに諮問をかけて

いただいて、納得できずに継続していくもの

もあるし、途中で解決で終わるものもあるか

と思いますけれども、そういう経過を見て、

この調査の報告と同時に、我々もだんだん認

識していくというのも、苦情等解決委員会の

在り方として一つあってもいいのかなと。 

 要は、不服申立ての委員会では、諮問があ
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ってから、調査結果も受けますけれども、実

際の調査も同時進行で進むこともございま

すので、そういうイメージもあってもいいの

かなと思います。 

 ただ、これは意見ですので、今後、こうい

う形で進められるということですので、それ

で進めていただければと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

（徳井課長） 

 医療介護連携課長、徳井でございます。 

 御意見、ありがとうございます。 

 先ほどおっしゃっていただいた趣旨に関

しましては、いま一度関係所管に周知をして

まいります。 

 というのは、今まで２ヶ月に１回という縛

られた期間でやっていて、ちょっと動きづら

いところはあったのですけれども、逆に、都

度開催で、起こったときに招集させていただ

くということになりますので、少しそこは機

動力が上がったと捉えて、そこも含めて周知

をしてまいりたいと考えております。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 ほかに御質問等はよろしいですか。 

 小池委員、御質問等はよろしいでしょうか。 

（小池委員） 

 はい。 

（宮本委員長） 

 次第３で、私、進行を事務にお返ししなけ

ればいけないところ、私がそのまま引き継い

でしまいました。大変申し訳ございません。

お返しさせていただきます。 

（徳井課長） 

 予定より長くやっていただき申し訳あり

ませんでした。宮本委員長、ありがとうござ

いました。 

 それでは、次第４「その他」について、権

利擁護推進係長から御説明いたします。 

（立川係長） 

 権利擁護推進係長、立川です。 

 今回は、「その他」についてお伝えするこ

とは特にございません。よろしくお願いしま

す。 

（徳井課長） 

 では、以上をもちまして、令和７年度第１

回「足立区福祉サービス苦情等解決委員会」

を終了いたします。長くなってしまって申し

訳ございませんでした。円滑な議事進行に御

協力いただきまして、ありがとうございまし

た。 

 なお、議事録につきましては、事務局が作

成し、後日、各委員へ内容確認を依頼いたし

ますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。 


